
八尾市営西郡住宅（14号館～18 号館）建替事業 特定事業契約について 

 

 

八尾市営西郡住宅（14号館～18 号館）建替事業について、令和５年３月 24日付けで「民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117 号）に基づく

特定事業契約の締結を行ないました。 

 

 

記 

 

１．事業名 

  八尾市営西郡住宅（14 号館～18号館）建替事業 

 

 

２．事業場所 

  八尾市幸町五丁目 12番 1、幸町五丁目 28 番 3、28 番 4、28 番 5、30 番 4、31番 1、幸町

四丁目 3番 1、3 番 3、4番、8番 1、29 番 3、35 番、37 番 2、幸町五丁目 47 番 1 

 

 

３．契約の相手方 

  ・中川企画建設株式会社（大阪市中央区博労町四丁目２番 15 号） 

  ・株式会社ジャス（吹田市高野台一丁目６番８号） 

  ・株式会社Ｌ．Ｂ．Ｃ総合事務所（大阪市中央区久太郎町一丁目６番 26 号） 

 


